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※ このしおりは、卒業後の手続きにも参考となるもので

す。大切に保管しておいてください。 



 

 あなたは、多くの看護学生の中から、選ばれて修学生になりました。 

 

 この制度は、三重県内における明日の優秀な看護職員を育てるため

に設けられたものですから、この趣旨をよく理解し、在学中はもちろ

んのこと、卒業後も立派な看護職員になるために努力してください。 

 

 なお、修学生に選ばれたあなたには、それぞれの場合に応じて様々

な手続きを行う義務が生じました。今後、看護への道を志す後輩のた

めにも遅滞なく手続きを済ませるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 このしおりは、平成２２年度以降に新たに貸与決定を

受けた修学生のために作成されています。 

 他の年度に貸与を受けた修学生の場合は、手続きが異

なることがあります。 
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